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神戸運輸監理部兵庫陸運部 

 
国土交通省においては、「燃料価格転嫁促進」及び「適正取引の推進」をするため、１１

月を「燃料サーチャージ・適正取引強化月間」と設定し、荷主等とトラック事業者の適正取

引について推進しております。  

これに合わせて、神戸運輸監理部兵庫陸運部では、「トラック運送業における適正取引推進

（サーチャージ導入・価格転嫁）説明会」を 11 月及び 12 月に引き続き、２月９日（月）に

姫路（兵庫県トラック協会西部研修センター）において開催することになりました。 

参加を希望される方は、この様式により、下記連絡先までＦＡＸでお申し込み下さい。 

 申込締切は、２月５日（木）までとさせていただきます。 

 また、会場の都合により早期に締め切らせていただく場合があります。 

【場所、日時】 

兵庫県トラック協会西部研修センター ２月９日（月）１３：３０～ 
「説明会は１時間３０分程度（質疑応答含む）」 

 

 

 

 

■御社名（支店名）及び部署名 

 会社名：           部署名                 

■御参加者 役職・氏名（参加される全員の役職・氏名をご記入下さい。） 

  ①役職：          ご氏名：                

  ②役職：          ご氏名：                

 ■御連絡先（御担当者様） 

ご担当者名：         連絡先                 

 

申 込 書（ＦＡＸ送信票） 
兵庫陸運部輸送部門宛（FAX 078-431-8761） 

平成26年度第三回「トラック運送業における適正取引推進

（サーチャージ導入・価格転嫁）説明会」の開催について 

◎お問い合わせは 

兵庫陸運部輸送部門まで   

℡０７８－４５３－１１０４ 

（担当：清水、和田） 
 

■会場 

兵庫県トラック協会西部研修センター 
（姫路市中地字村東 26－１） 

姫路バイパス中地ランプから 

バイパス北側道路を東へ 

100 メートル、信号を左折。 


